
 

茂原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（案）  

 

（目的）  

第１条  この条例は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）

第６８条の２第 １項の規定に基づき 、地区計画の区域内 における建築物の

敷地、構造又は 用途に関する制限を 定めることにより、 適正な都市機能と

健全な都市環境を確保することを目的とする。  

（用語の定義）  

第２条  この条例における用語の意義は、法、都市計画法（昭和 43年法律第 100

号）及び建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号。以下「政令」という。）

の例による。  

（適用区域）  

第３条  この条例の規定は、地区計画において地区整備計画が定められている

別表第１に掲げる区域内の建築物又はその敷地に適用する。  

（地区の区分及び名称）  

第４条  この条例における地区の区分及びその名称は、各地区整備計画に定め

られたものをいう。  

（建築物の用途の制限）  

第５条  別表第２（ア）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区 域を２以上の地区に 区分している場合に あっては、同表（イ ）

欄に掲げる地区）内においては、それぞれ同表（ウ）欄に掲げる建築物は 、

建築してはならない。  

（建築物の建ぺい率の最高限度）  

第６条  別表第３（ア）欄に掲げる区域内の建築物の建ぺい率は、同表（イ）

欄に掲げる数値以下でなければならない。  

（建築物の敷地面積の最低限度）  

第７条  別表第４（ア）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区 域を２以上の地区に 区分している場合に あっては、同表（イ ）

欄に掲げる 地区）内の建築物の 敷地面積は、それぞ れ同表（ウ）欄に掲 げ

る数値以上でなければならない。  



 

２  この条例の施行又は適用の際、次の各号のいずれかに該当する敷地につい

て、その全 部を一の敷地として 使用する場合におい ては、前項の規定は 適

用しない。 ただし、同項の規定 に適合するに至った 敷地については、こ の

限りでない。  

(１ ) 現に建築物の敷地として使用されている土地で、前項の規定に適合

しないもの  

(２ ) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用

する場合において、前項の規定に適合しないことと なるもの  

３  第１項の規定は、法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建

築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地とし

て 使用され ている土地 で第１項 の規定に適 合しなく なるもの又 は当該事 業

の施行の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として

使用する場合において同項の規定に適合しないこととなる土地について、そ

の全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。  

(１ )  法 第 ８ ６ 条 の ９ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 の 施 行 に よ り 面 積 が 減 少

し た 際 、 当 該 面 積 の 減 少 が な く と も 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て い た 建 築

物 の 敷 地 又 は 所 有 権 そ の 他 の 権 利 に 基 づ い て 建 築 物 の 敷 地 と し て 使 用

す る 場合において同項 の 規 定 に 違 反 す る こ と と な っ た 土 地  

(２ ) 第１項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用する 場合において 同項の規定に

適合するに至った土地  

（建築物の壁面の位置の制限）  

第８条  別表第５（ア）欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画におい

て、当該区 域を２以上の地区に 区分している場合に あっては、同表（イ ）

欄に掲げる 地区）内の建築物の 外壁又はこれに代わ る柱の位置は、それ ぞ

れ同表（ウ）欄に掲げる制限に反してはならない。  

（建築物の高さの最高限度）  

第９条  別表第６（ア）欄に掲げる区域内の建築物の高さは、それぞれ同表（ イ）

欄に掲げる数値以下でなければならない。  



 

２  前項に規定する建築物の高さは、政令第２条第１項第６号の規定を適用す

る。  

（建築物の敷地が区域又は地区の内外にわたる場合 等の措置）  

第 10条  建築物の敷地が第３条に規定する区域又は第４条に規定する地区（以

下「区域又 は地区」という。） の内外にわたる場合 においては、次の各 号

に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。  

(１ )  第 ５ 条 及 び 第 ７ 条 の 規 定 に つ い て は 、 そ の 敷 地 の 過 半 が 区 域 又 は

地 区 に 属 す る と き は 、 そ の 建 築 物 又 は そ の 敷 地 の 全 部 に つ い て 、 こ れ

ら の 規 定 を 適 用 し 、 そ の 敷 地 の 過 半 が 区 域 又 は 地 区 の 外 に 属 す る と き

は 、 そ の 建 築 物 又 は そ の 敷 地 の 全 部 に つ い て こ れ ら の 規 定 を 適 用 し な

い 。  

 (２ ) 第６条の規定については、同条 の規定による制限を受けない区域に

ついて、当 該区域内にある建築 物の敷地の部分に係 る法第 ５３条第１ 項

の規定によ る建築物の建 ぺい率 の限度を当該区域の 第６ 条の規定によ る

建築物の建ぺい率の限度とみなして、同条の規定を適用する。  

(３ ) 第８条及び第９条第１項の規定に ついては、第８条及び第９条第１

項の規定による制限を受ける区域内に存する建築物の部分について、こ

れら規定を適用する。  

２  建築物の敷地が区域又は地区の２以上にわたる場合においては、次の各号

に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。  

(１ ) 第５条及び第７条の規定については、 その建築物又はその敷地の全

部について敷地の過半の属する区域又は地区内の建築物又は敷地に関す

る規定を適用する。  

(２ ) 第８条の規定については、 同条の規定による制限を受ける区域内に

存する建築物の部分についてこの規定を適用する。  

（一の敷地とみなすことによる制限の緩和）  

第 11条  法第８ ６条第１ 項又は法第 ８６条の ２第１項の 規定によ る認定を 受

けた建築物 について、第６条 、 第８条又は第９条第 １項の規定を適用す る

場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。  

（既存の建築物に対する制限の緩和）  



 

第 12条  法第３ 条第２項 の規定によ り第５条 の規定 の適 用を受け ない建築 物

について、 次に掲げる範囲内に おいて増築 し、又は 改築する場合におい て

は、法第３ 条第３項第３号及び 第４号の規定にかか わらず、第５条の規 定

を適用しない。  

(１ ) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第５条の規 定

の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続

き第５条の規定（同条の規定が改正された場合においては、改正前の規

定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。）におけ

る当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後にお

ける延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ

法第５２条及び法第５３条並びに第６条の規定に適合すること。  

(２ ) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の 1.2倍を超

えないこと。  

(３ ) 増築後の第５条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の 床

面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の 1.2倍を超えな

いこと。  

２  法第３条第 ２項の規 定により第 ８条の規 定の適用を 受けない 建築物に つ

いて増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、

増築、改築 、大規模の修繕又は 大規模の模様替に係 る建築物の部分の壁 又

はこれに代 わる柱が第８条の規 定に反しな い限り、 法第３条第３項第３ 号

及び第４号の規定にかかわらず、第８条の規定は、適用しない。  

（公益上必要な建築物の特例）  

第 13条  市長が、この条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途

上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については 、

その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。  

（委任）  

第 14条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

（罰則）  

第 15条  次の各号のいずれかに該当する者は、 ５０万円以下の罰金に処する。 

(１ ) 第５条又は第７条第１項（次号に規定する場合を除く。）の規定 に



 

違反した場合における当該建築物の建築主  

(２ ) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地分割をしたこと に

よって、第７条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地

の所有者、管理者又は占有者  

(３ ) 第６条、第８条又は第９条第１項の規定に違反した場合における 当

該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書

に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者） 

(４ ) 法第８７条第２項において準用する第５条の規定に違反した場合 に

おける当該建築物の所有者、管理者又は占有者  

２  前項第３号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の

故意による ものであるときは、 当該設計者又は工事 施工者を罰するほか 、

当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。  

３  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその

法人又は人 の業務に関して、前 ２項の違反行為をし た場合においては、 そ

の行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の罰金刑を科する。

ただし、法 人又は人の代理人、 使用人その他の従業 者の当該違反行為を 防

止するため 、当該業務に対し、 相当 の注意及び監督 が尽くされたことの 証

明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例は、この条例の施行の日以後の法第６条第１項の規定による確認

の申請について適用する。   



 

別表第１（第３条）   

区域の名称  区域  

緑 ヶ 丘 地 区 地 区 整 備 計 画 区

域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示され

た緑ヶ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められている区域  

東 郷 富 士 見 地 区 地 区 整 備 計

画区域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示され

た東郷富士見地区地区計画の区域のうち、地区整

備計画が定められている区域  

富 士 見 公 園 南 地 区 地 区 整 備

計画区域  

都市計画法第 20条第１項の規定により告示され

た富士見公園南地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められている区域  

本 納 駅 東 地 区 地 区 整 備 計 画

区 域  

都 市 計 画 法 第 20条 第 1項 の 規 定 に よ り 告 示 さ れ

た 本 納 駅 東 地 区 地 区 計 画 の 区 域 の う ち 、地 区 整

備 計 画 が 定 め ら れ て い る 区 域  

茂 原 に い は る 工 業 団 地 地 区

地 区 整 備 計 画 区 域  

都 市 計 画 法 第 20条 第 1項 の 規 定 に よ り 告 示 さ れ

た 茂 原 に い は る 工 業 団 地 地 区 地 区 計 画 の 区 域

の う ち 、 地 区 整 備 計 画 が 定 め ら れ て い る 区 域  

東 郷 御 用 地 地 区 地 区 整 備 計

画 区 域  

都 市 計 画 法 第 20条 第 1項 の 規 定 に よ り 告 示 さ れ

た 東 郷 御 用 地 地 区 地 区 計 画 の 区 域 の う ち 、地 区

整 備 計 画 が 定 め ら れ て い る 区 域  

茂 原 駅 南 口 地 区 地 区 整 備 計

画 区 域  

都 市 計 画 法 第 20条 第 1項 の 規 定 に よ り 告 示 さ れ

た 茂 原 駅 南 口 地 区 地 区 計 画 の 区 域 の う ち 、地 区

整 備 計 画 が 定 め ら れ て い る 区 域  

別表第２（第５条）  

（ア）  （イ）  （ウ）  

区域の名称  地区の名称  建築物の用途の制限  

緑 ヶ 丘 地 区 地

区 整 備 計 画 区

域  

住 宅 地 区  

（ 一 般 型 ）  

（ １ ）  長 屋  

（ ２ ）  共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 又 は 下 宿  

 住 宅 地 区  



 

 

 

（ 田 園 型 ）   

セ ン タ ー 地 区  （ １ ）  共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 又 は 下 宿  

（ ２ ）  カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス そ の 他 こ れ に 類 す

る も の  

東 郷 富 士 見 地

区 地 区 整 備 計

画 区 域  

 次 に 掲 げ る 建 築 物 以 外 の も の  

（１）  工場（ただ し、法別表第２（ぬ ）項第

1 号に掲げるものを 除く。）  

（２） 前号の建築 物に付随し、用途上 不可分

なもの  

（３） スポーツ練 習場（ただし、当該 地区に

おいて従事する従業 者等のため、施設 と 一

体的利用に供するも のとして設置される

ものに限る。）  

（４） 寄宿舎（た だし、当該地区にお いて従

事する従業者等のた め、施設と一体的 利 用

に供するものとして 設置されるものに限

る。）  

富 士 見 公 園 南

地 区 地 区 整 備

計 画 区 域  

 （１）  ホテル又は旅館  

（２）  マージャン屋、ぱち んこ屋、射的  

  場、勝馬投票券 発売所、場外車券売 場その

他これらに類するも の（宝くじ売場そ の 他

これに類するものは 除く。）  

（３）  自動車教習所  

（４）  単独車庫又は建築物 附属自動車車庫  

（５）  住宅、共同住宅、寄 宿舎又は下宿  

（６）  学校、図書館その他 これらに類する  

もの  

（７）  神社、寺院、教会そ の他これらに類  

  するもの  

（８）  集会場、結婚式場又 は葬祭場  

（９）  病院  

（ 10）   公衆浴場  

（ 11）   老人 ホ ー ム、 身 体障 害 者福 祉 ホー ム

その他これらに類す るもの  

本 納 駅 東 地 区

地 区 整 備 計 画

区 域  

 

 

 

駅前地区  

 

 

 

 

（ １ ）  マ ー ジ ャ ン 屋 、ぱ ち ん こ 屋 、射 的 場 、

勝 馬 投 票 券 発 売 所 、 場 外 車 券 売 場 そ の 他

こ れ ら に 類 す る も の  

（ ２ ）  畜 舎 （ ペ ッ ト と し て 飼 育 す る 犬 、 猫

等 の 小 動 物 の 畜 舎 で 15平 方 メ ー ト ル 以 下

の も の 並 び に 動 物 病 院 及 び ペ ッ ト シ ョ ッ



 

プ そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 除 く 。 ）  

鉄道沿線地区  （１） 公衆浴場 

（２） 畜舎（ペットとして飼育する犬、猫等の小動

物の畜舎で15平方メートル以下のもの並びに動物

病院及びペットショップその他これらに類するも

のを除く。） 

一般住宅地区  （１）  公衆浴場 

  
低層住宅地区  

茂 原 に い は る

工 業 団 地 地 区

地 区 整 備 計 画

区 域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ １ ）  住 宅  

（ ２ ）  住 宅 で 事 務 所 、 店 舗 そ の 他 こ れ ら に

類 す る 用 途 を 兼 ね る も の の う ち 政 令 で 定

め る も の  

（ ３ ）  共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 又 は 下 宿  

（ ４ ）  店 舗 又 は 飲 食 店 そ の 他 こ れ ら に 類 す

る も の （ た だ し 、 当 該 地 区 内 の 工 場 で 製

造 、 加 工 す る 製 品 を 主 に 販 売 又 は 提 供 す

る 施 設 で 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

は 除 く 。 ）  

（ ５ ）  ボ ー リ ン グ 場 、ス ケ ー ト 場 、水 泳 場 、

そ の 他 こ れ ら に 類 す る 政 令 で 定 め る 運 動

施 設 （ た だ し 、 当 該 地 区 に お い て 従 事 す

る 従 業 者 等 の た め の 施 設 は 除 く 。 ）  

（ ６ ）  カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス そ の 他 こ れ に 類 す

る も の  

（ ７ ）  マ ー ジ ャ ン 屋 、ぱ ち ん こ 屋 、射 的 場 、

勝 馬 投 票 券 発 売 所 、 場 外 車 券 売 場 そ の 他

こ れ ら に 類 す る も の  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ８ ）  図 書 館 、 博 物 館 そ の 他 こ れ ら に 類 す

る も の  

（ ９ ）  神 社 、 寺 院 、 教 会 そ の 他 こ れ ら に 類

す る も の  

（ 10）  公 衆 浴 場  

（ 11）  診 療 所 （ た だ し 、 当 該 地 区 に お い て

従 事 す る 従 業 者 等 の た め の 施 設 は 除 く 。） 

（ 12）  老 人 ホ ー ム 、 保 育 所 、 福 祉 ホ ー ム そ

の 他 こ れ ら に 類 す る も の （ た だ し 、 当 該

地 区 に お い て 従 事 す る 従 業 者 等 の た め の

施 設 は 除 く 。 ）  

（ 13）  老 人 福 祉 セ ン タ ー 、 児 童 厚 生 施 設 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

（ 14）  自 動 車 教 習 所  

（ 15）  畜 舎 （ た だ し 、 工 場 や 研 究 用 の 付 帯

施 設 と し て 設 置 さ れ る も の を 除 く 。 ）  

（ 16）  法 別 表 第 ２ （ ぬ ） 項 第 １ 号 （ 20） ～

（ 22） 、 （ 29） 、 （ 30） に 掲 げ る 工 場  

（ 17）  法 別 表 第 ２ （ ぬ ） 項 第 １ 号 、 ２ 号 に

掲 げ る 火 薬 類 取 締 法 の 火 薬 類 （ 玩 具 煙 火

を 除 く 。 ） の 製 造 、 貯 蔵 又 は 処 理 に 供 す

る 工 場  

（ 18）  集 会 場 （ 葬 儀 を 行 う も の ）  

（ 19）  一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 又 は 産 業 廃 棄 物

処 理 施 設 （ た だ し 、 工 場 そ の 他 の 建 築 物

に 附 属 す る も の で 、 当 該 建 築 物 に お い て

生 じ た 廃 棄 物 の み の 処 理 を 行 う も の を 除

く 。 ）  

（ 20）  卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 蓄 場 、 汚 物 処

理 場 又 は ご み 焼 却 場  



 

  （ 21）  メ ッ キ 工 場 （ 廃 液 を 出 す も の ）  

東 郷 御 用 地 地

区 地 区 整 備 計

画 区 域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）  住宅  

（２）  住宅で事務所、店舗その他これらに類

す る 用 途 を 兼 ね る も の の う ち 政 令 で 定 め

るもの  

（３）  共同住宅、寄宿舎又は下宿  

（４）  店舗又は飲食店その他これらに類する

もの  

（５）  ホテル又は旅館  

（６）  ボーリング場、スケート場、水泳場そ

の 他 こ れ ら に 類 す る 政 令 で 定 め る 運 動 施

設  

（７）  カラオケボックスその他これに類する

もの  

（８）  マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他こ

れらに類するもの  

（９）  劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場

又 は ナ イ ト ク ラ ブ そ の 他 こ れ に 類 す る も

の  

（ 10）  キャバレー、料理店その他これらに類

するもの  

（ 11）  神社、寺院、教会その他これらに類す

るもの  

（ 12）  病院  

（ 13）  公衆浴場  

（ 14）  診療所  

（ 15）  老人ホーム、保育所、福祉ホームその

他これらに類するもの  

（ 16）  老人福祉センター、児童厚生施設その



 

 

 

 

 

 

 

 

 

他これらに類するもの  

（ 17）  自動車教習所  

（ 18）  畜舎  

（ 19）  自動車修理工場  

（ 20）  集会場（葬儀を行うもの）  

茂 原 駅 南 口 地

区 地 区 整 備 計

画 区 域  

 （１）  キャバレー、料理店その他これらに類

するもの  

（２）  マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他こ

れらに類するもの  

（３）  自動車教習所  

（４）  神社、寺院、教会その他これらに類す

るもの  

（５）  集会場（葬儀を行うもの）  

（６）  畜舎（ペットとして飼育する犬、猫等

の 小 動 物 の 畜 舎 で 15平 方 メ ー ト ル 以 下 の

も の 並 び に 動 物 病 院 及 び ペ ッ ト シ ョ ッ プ

その他これらに類するものを除く。）  

別表第３（第６条）  

（ア）  （イ）  

区域の名称  建築物の建ぺい率の最高限度  

富 士 見 公 園 南

地 区 地 区 整 備

計 画 区 域  

10分 の 3.5 

別表第４（第７条）  

（ア）  （イ）  （ウ）  

区域の名称  地区の名称  建築物の敷地面積の最低限度  

緑 ヶ 丘 地 区 地

区 整 備 計 画 区

住 宅 地 区 （ 一

般 型 ）  

160平 方 メ ー ト ル  

 



 

域  住 宅 地 区 （ 田

園 型 ）  

240平 方 メ ー ト ル  

セ ン タ ー 地 区  160平 方 メ ー ト ル  

茂 原 に い は る

工 業 団 地 地 区

地 区 整 備 計 画

区 域  

 1,000平 方 メ ー ト ル  

別表第５（第８条）  

（ア）  （イ）  （ウ）  

区域の名称  地区の名称  壁面の位置の制限  

緑 ヶ 丘 地 区 地

区 整 備 計 画 区

域  

 

 

 

 

住宅地区  

（一般型）  

建 築 物 の 外 壁 面 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か

ら隣地境界線までの距離は、 1.0メートル以上

とする。ただし、次に該当する場合は、この限

りではない。  

（１）  玄関のポーチ柱  

（２）  車庫及び 10平方メートル未満の物置  

（３）  床面積に算入しない出窓  

住宅地区  

（田園型）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 築 物 の 外 壁 面 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か

ら隣地境界線までの距離は、 1.9メートル以上

（ただし、物置は、 1.0メートル以上）、道路

境界線までの距離は、 2.9メートル以上（ただ

し、幹線道路、準幹線道路は、 1.9メートル以

上）とする。ただし、次に該当する場合は、こ

の限りではない。  

（１）  車庫（車庫は屋根だけの建築とし、

前後、左右の壁面等を建築してはならな

い。）  

（２）  床面積に算入しない出窓  



 

センター地区  建 築 物 の 外 壁 面 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か

ら隣地境界線までの距離は、 1.0メートル以上

とする。ただし、次に該当する場合は、この限

りではない。  

（１）  玄関のポーチ柱  

（２）  車庫及び 10平方メートル未満の物置  

（３）  床面積に算入しない出窓  

東 郷 富 士 見 地

区 地 区 整 備 計

画区域  

 外壁若しくはこれに代わる柱の面は、道路境界線か

ら2.5メートル以上とする。 

本 納 駅 東 地 区

地 区 整 備 計 画

区域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前地区  建 築 物 の 外 壁 面 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か

ら 道 路 境 界 線 及 び 敷 地 境 界 線 ま で の 距 離 は 、

0.5メートル以上とし、都市計画道路本納駅東

口線の計画区域までの距離は、 1.0メートル以

上とする。ただし、次に該当する場合は、この

限りではない。  

（１）  玄関のポーチ柱  

（２）  車庫及び 10平方メートル未満の物置  

（３）  床面積に算入しない出窓  

（４）  外壁又はこれに代 わる柱の中心線 の

長 さ の 合 計 が 3.0メ ー ト ル 以 下 で あ る も

の  

鉄道沿線地区  

 

 

建 築 物 の 外 壁 面 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か

ら 道 路 境 界 線 及 び 敷 地 境 界 線 ま で の 距 離 は 、

0.5メートル以上とする。ただし、次に該当す

る場合は、この限りではない。  

（１）  玄関のポーチ柱  

（２）  車庫及び 10平方メートル未満の物置  

一般住宅地区  



 

 

 

 

 

（３）  床面積に算入しない出窓  

（４）  外壁又はこれに代わる柱の中心線の  

長さの合計が 3.0メートル以下であるもの  

低層住宅地区  建 築 物 の 外 壁 面 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か

ら道路境界線までの距離は、 1.0メートル以上

とし、敷地境界線までの距離は、 0.5メートル

以上とする。ただし、次に該当する場合は、こ

の限りではない。  

（１）  玄関のポーチ柱  

（２）  車庫及び 10平方メートル未満の物置  

（３）  床面積に算入しない出窓  

（４）  外壁又はこれに代 わる柱の中心線 の

長 さ の 合 計 が 3.0メ ー ト ル 以 下 で あ る も

の  

茂 原 に い は る

工業団地  

 

建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路

境界線及び敷地境界線までの距離は、1.0 メートル以

上とする。ただし、地盤面下に設ける建築物及び建築

物の管理上最小限必要な附帯施設については、この限

りではない。 

東 郷 御 用 地 地

区 地 区 整 備 計

画区域  

 

建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面か

ら道路境界線及び敷地境界線までの距離は、

3.0メートル以上とする。ただし、地盤面下に

設ける建築物及び建築物の管理上最小限必要

な附帯施設については、この限りではない。  

茂 原 駅 南 口 地

区 地 区 整 備 計

画区域  

 

 1号 壁 面 線 と し て 計 画 図 に 表 示 す る 部 分 に

おいては、建築物の外壁面又は これに代わる

柱の面から道路境界線又は敷地境界線までの

距離は、0.5メートル以上とする。ただし、次

に該当する場合は、この限りではない。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）  玄関のポーチ柱  

（２）  車庫及び 10平方メートル未満の物置

（３）  床面積に算入しない出窓  

（４）  外壁又はこれに代わる柱の中心線の

長 さ の 合 計 が 3.0メ ー ト ル 以 下 で あ る も

の  

（５）  地盤面下に設ける建築物及び建築物

の管理上最小限必要な附帯施設  

別表第６（第９条）  

（ ア ）  （ イ ）  

区 域 の 名 称  建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度  

富 士 見 公 園 南

地 区 地 区 整 備

計 画 区 域  

10メ ー ト ル  

東 郷 御 用 地 地

区 地 区 整 備 計

画 区 域  

10メ ー ト ル  

 


